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令和４年仙審第２９号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  ２人 

受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官高橋政章出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

             理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年３月３１日０６時４５分 

 福島県鵜ノ尾埼南東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ        漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ６.３トン       ４.９トン 

  全 長 １６.１５メートル   １６.０４メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

   出    力 ４５０キロワット    ３８９キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体中央やや後方に操舵室を設け、同室前部中央に舵輪、舵

輪前の棚に左舷側から機関遠隔操縦装置、魚群探知機、磁気コンパス、

レーダー及びＧＰＳプロッター、舵輪の左下方にＧＰＳプロッターを

それぞれ備えた固定式刺網漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審人

ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船首０.４メートル船尾２.０メ

ートルの喫水をもって、令和３年３月３１日０１時００分福島県松川

浦漁港松川浦地区を発し、鵜ノ尾埼南東方沖合の漁場に向かった。 

  ａ受審人は、０１時４５分前示漁場に到着して操業を繰り返し、大

量のめばるを漁獲した後、帰途に就くこととし、鵜ノ尾埼灯台を視認

して、０６時３４分半僅か過ぎ鵜ノ尾埼灯台から１２６.５度（真

方位、以下同じ。）６.１９海里の地点を発進して直ちに針路を

３１１度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分１,６００に掛け、

１５.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

  ａ受審人は、乗組員を操舵室後部で休息させ、自らは舵輪後方に立

って操船に当たり、レーダーを３海里レンジでノースアップ表示とし

て作動させ、前路を一見して他船を見掛けなかったことから、水揚げ

作業の手伝いを依頼するため、知人に連絡を取ることとして携帯電話

の操作を始めた。 

ａ受審人は、知人に電話がつながらなかったことから、別の知人に

電話を掛ける操作をしながら続航し、０６時４２分鵜ノ尾埼灯台から

１２５度４.３４海里の地点に達したとき、左舷船首５度１,５８０メ
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ートルのところに、Ｂを視認することができ、同船が漁ろうに従事し

ていることを示す形象物を表示していなかったものの、その後、低速

力で一定方向に移動している様子などから、漁ろうに従事しているこ

とが分かり、Ｂと衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、

依然として携帯電話の操作に気を取られ、見張りを十分に行わなかっ

たので、このことに気付かなかった。 

  こうして、ａ受審人は、別の知人にも電話がつながらなかったので

妻に電話を掛け始め、Ｂの進路を避けることなく進行し、０６時４５

分鵜ノ尾埼灯台から１２３.５度３.６海里の地点において、Ａは、原

針路及び原速力で、その船首がＢの右舷中央部に、前方から１８度の

角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期に当た

り、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体中央部に操舵室を設け、同室前部中央に舵輪、舵

輪前の棚に左舷側からレーダー、ＧＰＳ、魚群探知機及びＧＰＳプロ

ッター、右舷側上部にレピーターコンパス及び自動操舵装置を装備し、

機関操作と操舵が一体となったリモートコントローラー（以下「リモ

コン」という。）を備えた固定式刺網漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、

ｂ受審人ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船首０.３メートル船

尾２.０メートルの喫水をもって、同日０５時００分松川浦漁港磯部

地区を発し、鵜ノ尾埼南東方沖合の漁場に向かった。 

  ところで、Ｂの固定式刺網漁業は、長さ約６００メートル幅約４メ

ートルの刺網を一連とし、両端に錨として重さ約２０キログラムの捨

て石を取り付けるとともに瀬縄をつなぎ、同縄の他端に浮きを取り付

け、水深約３０メートルの海底に２ノットないし３ノットの低速力で

船尾甲板から投網し、翌朝揚網してかれいやひらめを漁獲するもので
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あった。 

  ｂ受審人は、０６時００分頃前示漁場に到着し、魚群の探索を行っ

た後、漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しないまま、乗

組員を船尾甲板で待機させ、自らも同甲板に移動してリモコンを用

いて操船に当たり、０６時４０分鵜ノ尾埼灯台から１２５.５度

３.４１海里の地点で、針路を０９５度に定めて自動操舵とし、投網

しながら２.５ノットの速力で進行した。 

  ｂ受審人は、０６時４２分鵜ノ尾埼灯台から１２４.５度３.４９海

里の地点に達したとき、右舷船首３１度１,５８０メートルのところ

に、Ａを視認することができ、その後同船が衝突のおそれがある態勢

で接近する状況であったが、航行中の他船が漁ろうに従事している自

船を避けるものと思い、見張りを十分に行わなかったので、このこと

に気付かなかった。 

  こうして、ｂ受審人は、警告信号を行わず、間近に接近しても、衝

突を避けるための協力動作をとることなく続航し、０６時４５分少し

前他船の機関音が聞こえたことから、リモコンで機関を中立運転とし、

船尾甲板から操舵室に赴いたところ、右舷船首至近にＡを初めて認め、

左舵を取って機関を後進に掛けたものの、及ばず、Ｂは、船首が  

１１３度を向き、２.０ノットの後進速力となったとき、前示のとお

り衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、船首外板に亀裂等を生じたものの、のち修理さ

れ、Ｂは、右舷中央部外板に亀裂等を生じ、ｂ受審人が、頭蓋骨開放

骨折等を、Ｂ乗組員が頸部挫傷等をそれぞれ負った。 

 

 （航法の適用） 

本件は、鵜ノ尾埼南東方沖合において、航行中のＡと、投網中のＢと
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が衝突したもので、衝突地点付近の海域には特別法である港則法及び海

上交通安全法の適用がないので、一般法である海上衝突予防法（以下

「予防法」という。）が適用されることとなる。 

本件当時、両船は互いに視野の内にあり、Ｂは、操縦性能を制限され

る投網中で、漁ろうに従事する船舶であることを示す形象物を表示して

いなかったものの、同じ固定式刺網漁業に従事しているＡから見れば、

低速力で一定方向に移動している様子などから、Ｂが漁ろうに従事して

いる船舶であると判断することができたと認められるので、予防法第 

１８条を適用して各種船舶間の航法によって律するのが相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、鵜ノ尾埼南東方沖合において、航行中のＡが、見張り不

十分で、漁ろうに従事しているＢの進路を避けなかったことによって発

生したが、Ｂが、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるた

めの協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ａ受審人は、鵜ノ尾埼南東方沖合において、水揚げのために松川浦漁

港松川浦地区に向けて航行する場合、前路の他船を見落とすことのない

よう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、

携帯電話の操作に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過

失により、刺網により漁ろうに従事しているＢに気付かず、同船の進路

を避けることなく進行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を

生じさせ、ｂ受審人及びＢ乗組員を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ｂ受審人は、鵜ノ尾埼南東方沖合において、刺網により漁ろうに従事
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する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行

うべき注意義務があった。ところが、同人は、航行中の他船が漁ろうに

従事している自船を避けるものと思い、見張りを十分に行わなかった職

務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近するＡに気付かず、

警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとることなく投網を

続けて衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ、Ｂ乗組員

を負傷させ、自身も負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和５年１２月２２日 

     仙台地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  植  松     正 

 

                          審 判 官  覺  前     修 

 

             審 判 官  浅  野  活  人 

 

 


